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特定非営利活動法人地球市民の会  会計規則  

 

第１章  総則  

 

（ 目 的 ）  

第 1 条  

   こ の 規 則 は 、 特 定 非 営 利 活 動 法 人 地 球 市 民 の 会 （ 以 下 、「 当 会 」 と い う ）

の 定 款 55 条 に 基 づ き 、 資 産 及 び 会 計 に 関 し 必 要 な 事 項 を 定 め る こ と を 目

的 と す る 。   

 

（ 理 念 ）  

第 2 条  

  当 会 の 会 計 の 取 扱 い は 、社 会 の 常 識 や 法 令 に 背 反 す る こ と の な い よ う に

処 理 す る と と も に 、 社 会 の 要 請 す る 情 報 公 開 に 応 え ら れ る も の と す る 。  

２  会 計 報 告 は 、適 正 な 会 計 監 査 を 得 た 後 、 当 会 機 関 誌 お よ び ホ ー ム ペ ー ジ

に よ り 外 部 に 公 表 し ま す 。  

 

（ 会 計 制 度 ）  

第 3 条  

  当 会 の 会 計 は 、Ｎ Ｐ Ｏ 会 計 法 人 会 計 基 準 の 一 般 原 則（ 真 実 ・明 瞭 性 、適

時 ・ 正 確 性 、 継 続 性 、 単 一 性 ・ 重 要 性 ） に 従 い 処 理 を 行 う 。  

 

（ 会 計 区 分 ）  

第 4 条  

  当 会 の 会 計 に つ い て 、法 令 の 要 請 等 に よ り 必 要 と さ れ る 場 合 は 、会 計 区

分 を 設 け る も の と す る 。  

 

（ 経 理 責 任 者 ）  

第 5 条   

経 理 責 任 者 は 、事 務 局 長 と す る 。た だ し 、経 理 責 任 者 に 事 故 が あ る と き 又 は

経 理 責 任 者 が 欠 け た と き は 、理 事 長 が 経 理 責 任 者 の 職 務 代 行 者 を 指 名 す る こ

と が で き る 。  

２  経 理 事 務 の 担 当 者 は 、 経 理 責 任 者 の 指 示 に 従 っ て 経 理 事 務 を 処 理 す る も

の と す る 。  

 

（ 収 益 及 び 費 用 の 原 則 ）  

第 6 条  

  収 益 お よ び 費 用 は 原 則 と し て 発 生 主 義 で 取 り 扱 う こ と と す る 。   

２  反 復 継 続 さ れ る 定 常 的 な 収 入 及 び 支 出 に つ い て は 、現 金 主 義 に よ り 取 り
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扱 う こ と と す る 。  

 

（ 財 務 諸 表 ）  

第 7 条  

  当 会 の 財 務 諸 表 は 、 Ｎ Ｐ Ｏ 会 計 法 人 会 計 基 準 に 従 い 、 次 の 帳 票 と す る 。  

    (1)活 動 計 算 書  

    (2)貸 借 対 照 表  

    (3)財 務 諸 表 の 注 記  

    (4)財 産 目 録   

 

第 ２ 章  勘 定 科 目 お よ び 会 計 帳 簿  

 

（ 勘 定 科 目 ）  

第 8 条  

  勘 定 科 目 は 、 活 動 計 算 書 科 目 、 貸 借 対 照 表 科 目 に 分 類 す る 。  

 

（ 活 動 計 算 書 科 目 ）  

第 9 条  

  活 動 計 算 書 科 目 は 、 経 常 収 益 の 部 、経 常 費 用 の 部 、経 常 外 収 益 の 部 、経

常 外 費 用 の 部 に 分 類 し ま す 。  

 

（ 貸 借 対 照 表 科 目 ）  

第 10 条  

  貸 借 対 照 表 科 目 は 、 資 産 の 部 、 負 債 の 部 、 正 味 財 産 の 部 に 分 類 す る 。  

 

（ 会 計 帳 簿 ）  

第 11 条  

 次 に 掲 げ る 帳 簿 を 備 え 、 必 要 な 事 項 を 明 瞭 に 記 録 す る 。  

 (1)総 勘 定 元 帳  

 (2)現 金 出 納 帳  

 (3)試 算 表  

 (4)そ の 他 必 要 な 補 助 簿  

 

（ 会 計 伝 票 ）  

第 12 条  

  複 式 簿 記 に よ る 仕 訳 を 行 な っ て 会 計 取 引 を コ ン ピ ュ ー タ 会 計 に 記 録 す

る 。  

会 計 記 録 は 月 次 計 算 終 了 後 、 事 務 局 長 に よ る 監 査 チ ェ ッ ク に よ り 会 計  

記 録 管 理 表 に 承 認 を 得 る も の と す る 。  
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（ 会 計 帳 簿 等 の 保 存 ）  

第 13 条  

  会 計 帳 簿 、 会 計 伝 票 お よ び 証 拠 書 類 の 保 存 期 間 は 次 の と お り と す る 。  

 (1)総 勘 定 元 帳 お よ び 会 計 伝 票    7 年  

 (2)証 拠 書 類            7 年  

 (3)補 助 簿 等            5 年  

 

第 ３ 章  出 納 お よ び 資 金 管 理  

 

（ 出 納 の 責 任 及 び 会 計 責 任 者 ）  

第 14 条  

金 銭 の 出 納 ､保 管 に つ い て は ､そ の 責 に 任 じ る 会 計 責 任 者 を 置 か な け れ  

ば な ら な い ｡  

２  会 計 責 任 者 は ､経 理 責 任 者 が 任 命 す る ｡但 し 、経 理 責 任 者 は 自 ら を 任 命

で き な い も の と す る 。  

３  経 理 責 任 者 は ､金 銭 の 保 管 及 び 出 納 事 務 を 取 扱 わ せ る た め ､会 計 事 務

担 当 者 を 若 干 名 置 く こ と が で き る  

 

（ 金 銭 の 出 納 ）  

第 15 条  

  金 銭 の 出 納 は 証 拠 書 類 に 基 づ い て 処 理 し 、精 算 前 払 い 等 の 出 金 に 関 し て

は 出 金 支 払 申 請 書 に 事 務 局 長 の 認 印 を 受 け な け れ ば な ら な い 。  

 

（ 支 払 日 ）  

第 16 条  

  金 銭 の 支 払 い は 、 原 則 と し て 毎 月 一 定 の 期 日 に 行 な う も の と す る 。  

（ 残 高 照 合 ）  

第 17 条  

  金 銭 出 納 員 は 、金 銭 出 納 の あ る 日 毎 に 出 納 事 務 終 了 後 、現 金 の 実 際 有 高

と 現 金 出 納 帳 残 高 と を 照 合 し な け れ ば な ら な い 。  

 ２  金 銭 出 納 員 は 、毎 会 計 年 度 末 ま た は 必 要 に 応 じ て 、預 貯 金 残 高 証 明 書

の 預 貯 金 残 高 と 銀 行 通 帳 の 残 高 を 照 合 し な け れ ば な ら な い 。  

 ３  月 に 一 度 以 上 は 、事 務 局 長 に よ る 現 預 金 の 在 高 と 帳 簿 の 残 高 を 照 合 し 、

そ の 記 録 を 残 さ な け れ ば な ら な い 。  

 

（ 金 銭 過 不 足 ）  

第 18 条  

  金 銭 出 納 員 は 、取 扱 い ま た は 保 管 に 関 わ る 金 銭 に 過 不 足 が 生 じ た 場 合 に

は 、 事 務 局 長 に 報 告 し な け れ ば な ら な い 。  
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（ 金 銭 等 の 保 管 ）  

第 19 条  

  金 銭 、預 貯 金 通 帳 、そ の 他 金 銭 出 納 に 関 す る 重 要 な も の 及 び 銀 行 取 引 等

に 使 用 す る 届 出 印 は 、 事 務 局 長 が 金 庫 に 保 管 す る 。  

 ２  前 項 の 取 扱 い は 、事 務 局 長 は 必 要 に 応 じ て 金 銭 出 納 者 に 事 務 代 行 さ せ

る こ と が で き る 。  

 

第 ４ 章  固 定 資 産  

 

（ 固 定 資 産 の 定 義 ）  

第 20 条  

  固 定 資 産 と は 、 取 得 価 額 が 10 万 円 以 上 で か つ 耐 用 年 数 が 1 年 以 上 の も

の を い う 。  

 

（ 取 得 価 額 ）  

第 21 条  

  固 定 資 産 の 取 得 価 額 は 、 次 に よ る も の と す る 。  

 １ ） 購 入 に よ る も の は 、 そ の 購 入 価 額 お よ び 付 帯 費 （ 消 費 税 を 含 む ）  

 ２ ）工 事 又 は ま た は 工 作 に よ る も の は 、そ の 工 事 又 は ま た は 工 作 費 及 び 付

帯 費 （ 消 費 税 を 含 む ）  

 ３ ） 無 償 取 得 に よ る も の は 、 取 得 し た と き の 適 正 な 評 価 額  

 

（ 取 得 及 び 処 分 ）  

第 22 条  

  土 地 及 び 建 物 の 取 得 、売 却 、廃 棄 、貸 与 、賃 貸 借 並 び に 担 保 の 設 定 等 は 、

理 事 会 の 承 認 に よ り 行 う も の と す る 。  

 ２  前 項 以 外 の 固 定 資 産 の 取 得 、売 却 、廃 棄 、貸 与 、賃 貸 借 等 は 、理 事 長

の 承 認 を 必 要 と す る 。 た だ し 、こ の 場 合 理 事 長 は 、事 前 事 後 を 問 わ ず 理 事

会 に 報 告 す る も の と す る 。  

 

（ 減 価 償 却 ）  

第 23 条  

  収 益 事 業 に 使 用 す る 固 定 資 産 は 、毎 会 計 年 度 減 価 償 却 を し な け れ ば な ら

な い 。  

 ２  減 価 償 却 の 方 法 は 、 原 則 と し て 定 額 法 （ 直 接 法 ） に よ る も の と す る 。 

 

（ 固 定 資 産 台 帳 ）  

第 24 条  

  固 定 資 産 に つ い て は 、固 定 資 産 台 帳 を 備 え 、各 物 件 の 種 類 、名 称 、取 得

価 額 等 を 記 録 し て お か な け れ ば い け な い 。  
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（ 現 物 照 合 ）  

第 25 条  

  事 務 局 長 又 は 事 務 局 次 長 に 指 定 さ れ た 者 は 、固 定 資 産 に つ い て 毎 年 会 計

年 度 末 日 現 在 の 状 況 に つ い て 、固 定 資 産 台 帳 と 現 物 を 照 合 し な け れ ば な ら

な い 。  

 

第 ５ 章   物 品  

 

（ 物 品 の 購 入 お よ び 処 分 ）  

第 26 条  

  物 品 の 購 入 及 び 処 分 は 、原 則 と し て 事 務 局 長 の 指 示 に よ り 行 う も の と す

る 。  

 

第 ６ 章   予  算  

 

（ 予 算 の 立 案 ）  

第 27 条  

  各 事 業 担 当 者 は 、 毎 年 2 月 28 日 ま で に 予 算 案 を 事 務 局 長 に 提 出 し 、 そ

れ を 基 に 事 務 局 長 は 予 算 案 を 作 成 し 、 理 事 長 に 提 出 す る も の と し ま す 。  

 

 

（ 補 正 予 算 ）  

第 28 条  

  予 備 費 の 支 出 そ の 他 補 正 予 算 が 必 要 な 場 合 は 、理 事 長 が 理 事 会 に 補 正 予

算 案 を 提 出 し 、 理 事 会 の 議 を 経 て 決 定 す る 。  

 

第 ７ 章   雑  則  

 

（ 細 則 ）  

第 29 条  

  こ の 規 則 に 定 め の な い 事 項 に つ い て は「 NPO 法 人 会 計 基 準 に 準 じ る と と

も に 、 も し 疑 義 が 生 じ た と き は 、 理 事 会 で 定 め る も の と す る 。  

 

付 則  

この規則は 2013 年 9 月 1 日から施行します。 

令和 6 年 9 月 11 日一部改正 

                         以  上  


